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市
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建
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指
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…
…（
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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
八
十
五
号

東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年

東
京
都
条
例
第
百
八
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
青

少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定

す
る
。令

和
三
年
十
二
月
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

図
書
類

指
定
番
号

種
類

名
称
、
号
刊
、
共
通
雑
誌

コ
ー
ド
及
び
発
行
業
者

指
定
理
由

四
三
三
〇

書
籍

Ｄ
Ａ
Ｉ
Ｓ
Ｙ

Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｉ

Ｃ
Ｓ

淫
魔
Ｇ
ａ
豆
腐
め
ん
た
る

株
式
会
社
英
和
出
版
社

著
し
く
性
的
感

情
を
刺
激
し
、

青
少
年
の
健
全

な
成
長
を
阻
害

す
る
お
そ
れ
が

あ
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
八
十
六
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
三
十
年
東
京
都
告
示
第
八
百
十
五
号

及
び
令
和
元
年
東
京
都
告
示
第
二
百
九
十
九
号
に
よ
り
指
定
し
た
区

域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
三
鷹
市
牟
礼
六
丁

目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
八
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
十
二
月
十
七
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

奥
多
摩
あ
き
る
野

二

変
更
の
区
間

西
多
摩
郡
日
の
出
町
大
字
大
久
野
字
肝
要
四
千

九
十
二
番
二
地
先
か
ら
同
町
大
字
大
久
野
字
岩

井
三
千
五
十
七
番
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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告

示
（
交
）

◉
交
通
局
告
示
第
九
号

東
京
都
地
下
高
速
電
車
記
念
一
日
乗
車
券
を
次
の
よ
う
に
発
売
す

る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日

東
京
都
交
通
局
長

内

藤

淳

一

記
念
乗
車
券
の
名
称

都
営
地
下
鉄
「
冬
」
の
ワ
ン
デ
ー
パ
ス

二

記
念
乗
車
券
の
種
類
及
び
運
賃

東
京
都
地
下
高
速
電
車
記
念
一
日
乗
車
券

大
人

五
百
円
、

小
児

二
百
五
十
円

三

記
念
乗
車
券
の
様
式

㈠

大
人
用

㈡

小
児
用

四

記
念
乗
車
券
の
発
売
期
間

令
和
三
年
十
二
月
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
一
月
十
六
日
ま
で
の

東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
十

号
）
に
定
め
る
休
日
と
す
る
。

五

記
念
乗
車
券
の
効
力

発
売
日
一
日
に
限
り
、
都
営
地
下
鉄
に
何
回
で
も
乗
降
車
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

六

記
念
乗
車
券
の
発
売
場
所

都
営
地
下
鉄
の
各
駅
（
押
上
駅
、
目
黒
駅
、
白
金
台
駅
、
白
金

高
輪
駅
及
び
新
宿
線
新
宿
駅
を
除
く
。
）

公

告

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
四
十
四

条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
を
し
た
の
で
、

同
法
第
四
十
九
条
第
二
項
及
び
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例

の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
年
東
京
都
規
則
第
二
百
四
十
三

号
）
第
二
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ａ
Ｌ
Ｄ
の
未
来
を
考
え
る
会

二

代
表
者
の
氏
名

本
間

利
江

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

西
東
京
市
北
町
二
丁
目
八
番
三
十
四
号

四

認
定
の
有
効
期
間

令
和
三
年
十
一
月
九
日
か
ら
令
和
八
年
十
一
月
八
日
ま
で

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
心
の
お
し
ゃ
べ
り
音
楽
工
房

二

代
表
者
の
氏
名

中
井

深
雪

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

世
田
谷
区
弦
巻
二
丁
目
十
二
番
二
十
八
号

四

認
定
の
有
効
期
間

令
和
三
年
十
一
月
八
日
か
ら
令
和
八
年
十
一
月
七
日
ま
で

都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
関
係
区
市
村
か
ら
次
の
都
市
計
画
の
図
書
の
送
付
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
の
決
定
の
告
示

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
三
年
九
月
十
日
品
川
区
告
示
第
四
百
八
十

号

東
五
反
田
二
丁

目
北
地
区
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東
京
都
市
計
画
土

地
区
画
整
理
事
業

令
和
三
年
十
一
月
二
十
六
日
品
川
区
告
示
第
六

百
十
二
号

広
町
二
丁
目
土

地
区
画
整
理
事

業
東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
三
年
九
月
一
日
荒
川
区
告
示
第
二
百
九
十

六
号

尾
久
東
部
地
区

地
区
計
画

福
生
都
市
計
画
第

一
種
市
街
地
再
開

発
事
業

令
和
三
年
九
月
二
十
八
日
福
生
市
告
示
第
百
六

十
九
号

福
生
駅
西
口
地

区
第
一
種
市
街

地
再
開
発
事
業

小
笠
原
都
市
計
画

臨
港
地
区

令
和
二
年
十
一
月
二
十
日
小
笠
原
村
告
示
第
二

十
五
号

二
見
港
臨
港
地

区
小
笠
原
都
市
計
画

臨
港
地
区

令
和
二
年
十
一
月
二
十
日
小
笠
原
村
告
示
第
二

十
五
号

沖
港
臨
港
地
区

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
都
市

計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十
二
階
北

側
）

都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
関
係

区
市
か
ら
次
の
都
市
計
画
の
図
書
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第

二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
の
変
更
の
告
示

東
京
都
市
計
画
道

路

令
和
三
年
十
一
月
二
十
六
日
新
宿
区
告
示
第
九

百
十
九
号

特
殊
街
路
新
宿

歩
行
者
専
用
道

第
四
号
線

東
京
都
市
計
画
通

路

令
和
三
年
十
一
月
二
十
六
日
新
宿
区
告
示
第
九

百
十
九
号

新
宿
駅
北
東
部

地
下
通
路
線

東
京
都
市
計
画
公

園

令
和
三
年
十
一
月
三
十
日
墨
田
区
告
示
第
四
百

五
十
二
号

墨
田
第
二
・
二

・
十
七
号
あ
ず

ま
百
樹
園

東
京
都
市
計
画
防

火
地
域
及
び
準
防

火
地
域

令
和
三
年
九
月
十
日
品
川
区
告
示
第
四
百
八
十

一
号

東
京
都
市
計
画
防

火
地
域
及
び
準
防

火
地
域

令
和
三
年
十
一
月
二
十
六
日
品
川
区
告
示
第
六

百
十
一
号

東
京
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
三
年
十
一
月
十
二
日
世
田
谷
区
告
示
第
八

百
三
十
八
号

東
京
都
市
計
画
公

園

令
和
三
年
十
一
月
二
十
五
日
世
田
谷
区
告
示
第

八
百
六
十
号

第
八
・
二
・
三

十
九
号
上
祖
師

谷
農
業
公
園

東
京
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
三
年
十
一
月
一
日
杉
並
区
告
示
第
五
百
二

十
五
号

東
京
都
市
計
画
道

路

令
和
三
年
十
一
月
二
十
六
日
杉
並
区
告
示
第
五

百
八
十
号

区
画
街
路
杉
並

区
画
街
路
第
三

号
線

東
京
都
市
計
画
道

路

令
和
三
年
十
一
月
二
十
六
日
杉
並
区
告
示
第
五

百
八
十
一
号

区
画
街
路
都
市

高
速
鉄
道
西
武

鉄
道
新
宿
線
付

属
街
路
第
一
号

線
、
第
二
号
線
、

第
三
号
線
、
第

四
号
線
、
第
十

号
線
及
び
第
十

一
号
線

東
京
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
三
年
十
月
二
十
六
日
葛
飾
区
告
示
第
三
百

五
十
三
号

昭
島
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
三
年
十
月
二
十
日
昭
島
市
告
示
第
二
百
三

十
七
号

立
川
基
地
跡
地

昭
島
地
区
地
区

計
画

昭
島
都
市
計
画
用

途
地
域

令
和
三
年
十
月
二
十
日
昭
島
市
告
示
第
二
百
三

十
八
号

昭
島
都
市
計
画
高

度
地
区

令
和
三
年
十
月
二
十
日
昭
島
市
告
示
第
二
百
三

十
九
号

昭
島
都
市
計
画
防

火
地
域
及
び
準
防

火
地
域

令
和
三
年
十
月
二
十
日
昭
島
市
告
示
第
二
百
四

十
号

昭
島
都
市
計
画
特

別
用
途
地
区

令
和
三
年
十
月
二
十
日
昭
島
市
告
示
第
二
百
四

十
一
号

立
川
基
地
跡
地

広
域
行
政
機
能

地
区

町
田
都
市
計
画
下

水
道

令
和
三
年
十
月
二
十
九
日
町
田
市
告
示
第
二
百

九
十
四
号
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町
田
市
公
共
下

水
道

東
村
山
都
市
計
画

生
産
緑
地
地
区

令
和
三
年
十
一
月
十
五
日
三
東
村
山
市
告
示
第

二
百
三
十
号

国
分
寺
都
市
計
画

用
途
地
域

令
和
三
年
十
月
一
日
国
分
寺
市
告
示
第
五
百
二

十
号

国
分
寺
都
市
計
画

防
火
地
域
及
び
準

防
火
地
域

令
和
三
年
十
月
一
日
国
分
寺
市
告
示
第
五
百
二

十
一
号

多
摩
都
市
計
画
公

園

令
和
三
年
九
月
六
日
多
摩
市
告
示
第
四
百
一
号

第
八
・
二
・
一

号
連
光
寺
六
丁

目
公
園

西
東
京
都
市
計
画

道
路

令
和
三
年
九
月
三
日
西
東
京
市
告
示
第
百
五
十

四
号

三
・
四
・
二
十

四
号
田
無
駅
南

口
線

西
東
京
都
市
計
画

防
火
地
域
及
び
準

防
火
地
域

令
和
三
年
九
月
八
日
西
東
京
市
告
示
第
百
五
十

五
号

西
東
京
都
市
計
画

用
途
地
域

令
和
三
年
九
月
八
日
西
東
京
市
告
示
第
百
五
十

六
号

西
東
京
都
市
計
画

高
度
地
区

令
和
三
年
九
月
八
日
西
東
京
市
告
示
第
百
五
十

七
号

西
東
京
都
市
計
画

地
区
計
画

令
和
三
年
九
月
八
日
西
東
京
市
告
示
第
百
五
十

八
号

東
大
生
態
調
和

農
学
機
構
周
辺

地
区
地
区
計
画

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
都
市

計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十
二
階
北

側
）

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

西
東
京
市
谷
戸
町
三
丁
目
二
千
八

百
八
十
二
番
一
の
一
部
、
同
番
一

地
先
及
び
二
千
八
百
八
十
四
番
一

の
一
部

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
六
番
一

号
新
宿
住
友
ビ
ル
三
十
一
階

ア
グ
レ
都
市
デ
ザ
イ
ン
株
式
会

社
代
表
取
締
役

大
林

竜
一

東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
指
定
に
つ
い
て

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
十
六
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
を

次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日

東
京
都
水
道
局
長

浜

佳
葉
子

指
定
番
号

商
号

代
表
者

住

所

指
定
年

月
日

一
〇
三
二

六

Ｋ
・
Ｓ
設

備
株
式
会

社

曽
木

進

江
戸
川
区
北

小
岩
一
丁
目

十
八
番
一
号

令
和
三
年

十
一
月
二

十
八
日

一
〇
三
二

七

株
式
会
社

有
明

國
生
裕
治
郎

世
田
谷
区
尾

山
台
一
丁
目

同
日

二
番
二
十
四

号

一
〇
三
二

八

株
式
会
社

サ
ト
ウ
水

道
サ
ー
ビ

ス

佐
藤

修

八
王
子
市
八

木
町
五
番
一

号

同
日

一
〇
三
二

九

株
式
会
社

丸
全
設
備

濵
中

達
也

羽
村
市
羽
中

一
丁
目
五
番

八
号

同
日

一
〇
三
三

〇

橋
本
工
業

株
式
会
社

橋
本

政
昭

千
葉
県
野
田

市
尾
崎
台
六

番
地
の
二
十

一

同
日

一
〇
三
三

一

有
限
会
社

エ
ム
ト
ラ

ス
ト

櫛
田

城
勝

豊
島
区
巣
鴨

三
丁
目
三
十

四
番
十
号
イ

ー
グ
ル
巣
鴨

一
〇
三
号
室

同
日

一
〇
三
三

二

オ
フ
ィ
ス

Ｋ
Ｃ
株
式

会
社

中
川

光
一

板
橋
区
志
村

三
丁
目
十
七

番
二
号
三
Ｆ

同
日

一
〇
三
三

三

株
式
会
社

エ
ナ
ジ
ー

宮
根

博
信

埼
玉
県
川
越

市
大
字
大
袋

新
田
七
百
七

十
一
番
地
八

同
日

一
〇
三
三

四

株
式
会
社

キ
ン
ラ
イ

サ
ー

森

崇
伸

港
区
虎
ノ
門

一
丁
目
三
番

一
号

同
日

一
〇
三
三

五

佐
藤
工
業

佐
藤

浩
一

中
野
区
大
和

町
一
丁
目
七

番
二
号

同
日

一
〇
三
三

六

株
式
会
社

エ
ー
ゼ
ッ

ト

小
林

健
二

葛
飾
区
西
亀

有
三
丁
目
三

十
一
番
十
一

号

同
日

一
〇
三
三

七

キ
ャ
リ
ア

設
備
株
式

向
後

清

江
戸
川
区
北

小
岩
二
丁
目

同
日
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会
社

一
番
十
六－

一
三
〇
四
号

ラ
・
ベ
ル
テ

ィ
小
岩

一
〇
三
三

八

株
式
会
社

エ
ム
ワ
イ

エ
ン
ジ
ニ

ア
リ
ン
グ

鈴
木

一
弥

三
鷹
市
上
連

雀
六
丁
目
五

番
二
号

同
日

一
〇
三
三

九

株
式
会
社

ヤ
ザ
キ
シ

ン
メ
イ

秦

恒
明

埼
玉
県
川
口

市
本
町
二
丁

目
二
番
十
五

号

同
日

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


